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は し が き

　少子高齢社会にあって，子どもの生育環境はどんどん変化しています。保育
所では，0 歳から入所する子どもたちが増え，利用時間も長くなってきていま
す。核家族の進展や地域のつながりの希薄化から，子育ての不安や負担感が社
会的問題ともなっています。次の世代を担う子どもたち一人一人の育ちを支
え，子どもが笑顔でいられるように支援することは，社会の責任です。
　2017（平成 29）年に保育所保育指針が約 10 年ぶりに改定され，乳児保育と 1
歳以上 3 歳未満，3 歳以上の年齢層ごとの保育内容の充実が図られました。乳
幼児期は，子どものこころの基盤を育てるとともに，社会生活を送るための生
活習慣や生活リズムを整えていく大切な時期です。子どもの生命の保持と情緒
の安定を図る，養護を意識した保育が望まれています。そして，適切な保育を
実践していくには，子ども一人一人の健康状態や発育状況に応じた健康支援，
事故や災害などからの危険回避に努めなければなりません。
　今回の保育所保育指針の改定とともに，保育士養成課程等の見直しも行われ
ました。「子どもの保健」は，保育の対象である子どもたちを理解するための
科目として位置付けられ，その内容は，①子どもの心身の健康増進を図る保健
活動の意義を理解する。②子どもの身体的な発育・発達と保健について理解す
る。 ③子どもの心身の健康状態とその把握の方法について理解する。④ 子ど
もの疾病とその予防法及び他職種間の連携・協働の下での適切な対応について
理解する。この 4 点をねらいとしてとしています。
　本書『シードブック子どもの保健』は，前述のねらいを念頭に 10 章で構成
されています。第 1 章・第 2 章は保育所保育指針や社会的施策等を踏まえた子
どもの健康増進を図る保健活動の意義について，第 3 章は主に子どもの身体発
育について，第 4 章・第 5 章は身体発育を理解した上で，日ごろの子どもの健
康状態の把握や症状対応について，第 6 章は疾病の経過と疾病予防の大切さに
ついて，第 7 章～第 10 章は乳幼児期に多くみられる疾患について，それぞれ
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解説しています。また，章ごとのねらい，考えてみよう，を通して予習・復習
ができるようにしています。
　今回の見直しで，「子どもの保健」は講義 4 単位から講義 2 単位に減ってい
ますが，これまでの内容が「乳児保育」や「保育の心理学」に含まれたこと，

「子どもの健康と安全」の科目が連動していることなどを念頭に，子どもの健
康に関する専門的知識や技術をより統合的に学んでいくことが求められていま
す。
　本書は，保育を学ぶ学生のテキストとして編纂したものですが，現場の保育
士等にとっても簡潔に要点が押さえられ，日ごろの知識や技術の振り返りがで
きるようになっています。現場に詳しい医師や看護職が執筆し，科学的，論理
的な裏付けとともに，わかりやすく，具体的内容になるよう心がけました。
　保育を学ぶ方々にとって，本書が子どもの健康支援の一助となることを願っ
ています。

　2019 年 3 月　
 及 川 郁 子
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　多くの時間を保育所で過ごす子どもたちが増加している昨今，子どもの安全
を守り，健康を育んでいくことが保育者の重要な役割となっている。本章で
は，保育所保育指針における保健活動の意義を理解し，子どもたちの健康支援
の基盤となる考え方や健康指標について学んでいく。

１．保育所保育指針における保健活動の意義と目的

（１）保健活動の意義と目的
　2016（平成 28）年 6 月の児童福祉法の改正において，第 1 条「全ての児童は，
児童の権利に関する条約の精神にのっとり，適切に養育されること，その生活
を保障されること，愛され，保護されること，その心身の健やかな成長及び発
達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有す
る」と定められた。一日の中の多くの時間を保育所で生活する子どもたちにと
って，心身の健やかな成長と発達を保障するためにも，保育所は入所する子ど
もにふさわしい生活環境を整えていくことが重要である。
　具体的には，以下に示す保育所保育指針〔厚生労働省，2017（平成 29）年告示〕

にある，「養護：子どもの生命の保持と情緒の安定を図る」の関わりを通して，
子どもの発達過程に即して展開されていく。

生命の保持　ねらい

　① 一人一人の子どもが，快適に生活できるようにする。

　② 一人一人の子どもが，健康で安全に過ごせるようにする。

　③ 一人一人の子どもの生理的欲求が，十分に満たされるようにする。

第１章
子どもの健康と
保健の意義
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　④ 一人一人の子どもの健康増進が，積極的に図られるようにする。

情緒の安定　ねらい

　① 一人一人の子どもが，安定感をもって過ごせるようにする。

　② 一人一人の子どもが，自分の気持ちを安心して表すことができるようにす

る。

　③ 一人一人の子どもが，周囲から主体として受け止められ，主体として育ち，

自分を肯定する気持ちが育まれていくようにする。

　④ 一人一人の子どもがくつろいで共に過ごし，心身の疲れが癒されるように

する。

（保育所保育指針，第 1 章２　養護に関する基本的事項より抜粋）

　乳児は，短期間の中で心身両面の発達が著しい時期である。その特徴を踏ま
えて，保育者との安定した人間関係を築き，身体的発達の視点として「健康な
心と体を育て，自ら健康で安全な生活をつくり出す力の基盤を培う」ことをね
らいとしている。
　1 歳以上 3 歳未満児は，基本的生活行動を身に付けていく時期である。心身
の健康に関する領域では，「健康な心と体を育て，自ら健康で安全な生活をつ
くり出す力を養う」ことをねらいとしている。
　3 歳以上児は，これまでの発達の積み重ねを理解し，個の成長と集団として
の活動の充実が図られる時期である。心身の健康に関する領域では，引き続き

「健康な心と体を育て，自ら健康で安全な生活をつくり出す力を養う」ことを
ねらいとしている。

乳児　身体的発達に関する視点「健やかに伸び伸びと育つ」　ねらい

　健康な心と体を育て，自ら健康で安全な生活をつくり出す力の基盤を培う。

　① 身体感覚が育ち，快適な環境に心地よさを感じる。

　② 伸び伸びと体を動かし，はう，歩くなどの運動をしようとする。

　③ 食事，睡眠等の生活のリズムの感覚が芽生える。

1歳以上3歳未満児　心身の健康に関する領域「健康」

　健康な心と体を育て，自ら健康で安全な生活をつくり出す力を養う。
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　① 明るく伸び伸びと生活し，自分から体を動かすことを楽しむ。

　② 自分の体を十分に動かし，様々な動きをしようとする。

　③ 健康，安全な生活に必要な習慣に気付き，自分でしてみようとする気持ち

が育つ。

3歳以上児　心身の健康に関する領域「健康」

　健康な心と体を育て，自ら健康で安全な生活をつくり出す力を養う。

　① 明るく伸び伸びと生活し，充実感を味わう。

　② 自分の体を十分に動かし，進んで運動しようとする。

　③ 健康，安全な生活に必要な習慣や態度を身に付け，見通しをもって行動す

る。

（保育所保育指針，第 2 章保育の内容より抜粋）

　さらに，同指針「第 3 章 健康及び安全」では，保育所における子どもの心
身の健康の保持と増進を図り，危険な状態を回避することの保育者の責務を明
確にしている。その上で，保護的対応のみならず，保育内容のねらいにもある
ように，子ども自らが健康と安全に関する力を身に付けていくための支援も重
要であるとしている。具体的支援内容として，以下のような項目があげられて
いる。保育者として定期的に，また日々の保育活動で役割を果たすことが重要
である。

1．子どもの健康支援

　・子どもの健康状態並びに発育及び発達状態の把握

　・健康増進　　・疾病等への対応

2．食育の推進

　・保育所の特性を生かした食育　　・食育の環境の整備等

3．環境及び衛生管理並びに安全管理

　・環境及び衛生管理　　・事故防止及び安全対策

4．災害への備え

　・施設・設備等の安全確保　　・災害発生時の対応体制及び避難への備え

　・地域の関係機関等との連携 （保育所保育指針，第 3 章健康及び安全より抜粋）



4　　第1章　子どもの健康と保健の意義

　このように保健活動とは，入所しているすべての子どもたちの健康と安寧が
保障され，健やかに育つことを目的とした活動であるといえよう。

（２）子 ど も 期
　人間の一生の中で子どもにあたる時期は短い期間ではあるが，生まれ育つ国
や社会などの影響を受けながら，一人の個性ある人間として育っていくときで
ある。子どもの時期は，生物学的には最も成長する時期で発育期ともいわれ，
受精から誕生を経て，乳児，幼児，学童，思春期，そして大人へと移行してい
く過程である。
　子ども期の年齢区分は，国の法律によって規定され，子どもたちを支援して
いく上で必要なものである。母子保健法，児童福祉法，学校教育法などがあ
る。それぞれの年齢区分は以下とおりである（図 1－1 参照）。

母子保健法　第6条（用語の定義）

　「新生児」とは出生後 28 日を経過しない乳児

　「乳児」とは 1 歳に満たない者

　「幼児」とは満 1 歳から小学校就学の始期に達するまでの者

児童福祉法　第4条（定義）

　この法律では満 18 歳に満たない者を児童といい，以下のように分ける

　「乳児」とは満 1 歳に満たない者

　「幼児」とは満 1 歳から小学校就学の始期に達するまでの者

　「少年」とは小学校就学の始期から，満 18 歳に達するまでの者

学校教育法

　「学齢児童」とは満 6 歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから，

満 12 歳に達した日の属する学年の終わりまで

　「学齢生徒」とは小学校の課程，義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の

小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから，満 15 歳

に達した日の属する学年の終わりまで
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童相談所での児童虐待相談対応件数をみると，133,778 件（速報値）で過去最
多であった。虐待の内容別＊では 2013（平成 25）年以降，心理的虐待が身体的
虐待を上回っているが，心理的虐待が増加した要因として，子どもが同居する
家庭における配偶者に対する暴力（面前 DV）の警察からの通告の増加による
としている 8）。
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　考えてみよう

◇１ �　保育所等における保健活動の意義を，保育所等にいる子どもたちを観察して

話し合ってみよう。

◇２ �　人口動態統計などを活用して子どもたちの健康状態や課題について考えてみ

よう。

＊　虐待は，身体的虐待，ネグレクト（保護の怠慢，養育の放棄・拒否など），心理的虐待，
性的虐待の 4 種に分けられる。


